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このごみの出し方は再生紙を使用しています。
注：ルール違反のごみは、ステッカーを貼って置いて行きます。　詳しくは、上市町役場　町民課　生活環境班へ

　　　　　　　　　　　　 ☎　　　　　　４７２-２３１５

家 庭 か ら 出 る ご み
家電リサイクル法対象機器

テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）
エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・
冷蔵庫・冷凍庫

①製品を買い替える場合は、購入するお店で引き取り
　を依頼してください。
②廃棄のみの場合は、購入したお店に引き取りを依頼
　してください。
③購入したお店がわからない、遠方にあるなどの場合
　は、許可業者に引き取りを依頼してください。

机・タンス・ベッド・自転車・
サッシ戸・ソファー等

引越し、新改築等の片付け
で出る多量ごみ

ガスボンベ、バッテリー、廃油、タ
イヤ、ホイール、チェーン、ペン
キ、化学薬品、かわら、建設廃材、
ワイヤーロープ、石こうボード 等

事務所から出るごみ
事業系一般廃棄物

これらのごみは、自ら処理すること
が義務づけられていますので、一般
廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業
者に委託するなどして自ら処理して
ください。

粗 大 ご み

ごみステーションへ一度に出せるごみの
量は、容器45ℓのごみ袋で２個を目安に
してください。

飲食店から出る生ごみ、電器店から出る
廃家電品、事業所から出る紙くず、小売
店から出る空き缶、空きビン（自動販売
機含む）、農機具、その他事業活動（農
業含む）のために出るごみはすべて対象
となります。

例

●休業日を除く平日及び土・日曜日・祝日に資源物を出せます。

戸別有料収集 宅配便を活用したパソコン、小型家電のリサイクル 生ごみ処理機器への補助制度

●回収している資源物は、次のとおりです（決められたもの以外出せません）。

一時多量ごみ 処理困難ごみ

●生ごみは、水切りをして出してください。
●長いもの、大きいものは、一辺の長さを
　100㎝以下にまとめて出してください。
●紙おむつは、汚物を取り除いて出してく
　ださい。
●木の枝は、太さ10㎝以下、長さ100㎝以下
　のものを2、3束に縛って出してください。
●食用油は、布や紙にしみこませるか、凝
　固剤で固めて出してください。

●大きさは一辺の長さが100㎝以下のもの。
●テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機､
　冷蔵庫、冷凍庫は出せません。
●小型充電式電池は、端子部をテープで絶
　縁し、「家電量販店などの回収協力店」ま
　たは「役場町民課生活環境班窓口」へ。
●パソコンは、ご自身で個人情報等のデータ
　を消去した後に出してください。

●プラスチック資源として収集するものは、
　素材が100％プラスチックのもので、一
　辺の長さが50㎝以下で汚れがないもの。
　（軽く水洗いしても汚れや中身を取り除
　くことができないものは、「燃やせるごみ」
　に出してください。
●素材が100％プラスチックのもので、一
　辺が100㎝以下で50㎝以下に切断でき
　ないものは、「燃やせるごみ」に出して
　ください。
●プラスチック使用製品の一部に金属が使
　用されているもので、金属部分を安全に
　取り外せないものは「燃やせないごみ」
　に出してください。
●ペットボトルの本体は、「資源物」の日
　に出してください。

●ビン・缶・ペットボトルは、洗って出して
　ください。
●ビンのふたは、外してから出してください。
●缶は、つぶさないで出してください。
●紙類は、「紙製容器包装」「新聞」「ダン
　ボール」「紙パック」「雑紙」の５種類に
　細分別してください。
●紙類は、金具・ビニール類を取り外して
　ください。
●紙パックは、洗って切り開き、縛って出
　してください。
●ライターは分解せず、そのまま出してくだ
　さい。
●汚れのとれないものは「燃やせるご
　み」、「燃やせないごみ」に分けて出して
　ください。
●アルミくず、鉄くず等は100％金属に限
　ります。（重さ1㎏以内でコンテナに入
　る大きさのもの。）

□の中へお宅の収集日を入れてください。

生ごみ 皮革製品類皮革製品類ゴム製品類

木くず類

タッパー・ハブラシ
プランター等ポリバケツ・ポリタンク 収納ケース・化粧品容器DVD・DVDケース

布類・フトン・
　カーペットなど

紙くず類紙くず類

ガラス類

陶磁器類

ボトル類

トレイ類
ネット・キャップ類

発泡スチロール発泡スチロール

カップ・ケース類カップ・ケース類

小型家電類 石油ストーブ
ファンヒーター

乾電池など

カサなど

パソコン

鉄・アルミくず類 紙パック

プラスチック製チューブ容器類
（汚れがとれないプラスチック製品）

おもちゃ類おもちゃ類
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第 第 このマークは、紙製容器包装
の識別表示です。このマーク
が表示されているものが対象
になります。
ただし、マークがあっても水
分を透さないように加工され
ている容器や金紙・銀紙が使
われている容器や包装は燃え
るごみに出してください。

ごみの出し方ごみの出し方ごみの出し方令和８年度 

ビ　ン
（無色透明）

ビ　ン
（茶　　色）

ビ　ン
（その他）

アルミ缶
スチール缶

アルミくず

ペットボトル

鉄くず スプレー缶
　　　　など

（代表例）

カセットボンベ
スプレー缶
ライター

〈資源物の分け方、出し方〉

新聞紙

●カスをこして取り除き、ふたの閉まる割れない　
容器 （ペットボトル等）に詰め替えてください。　　
（火災防止のため、ふたは必ず閉めてください。）
●種類は植物性食用油に限ります。

【廃食用油の出し方】
空き缶（アルミ缶・スチール缶）、ビン類、ペットボトル、廃食用油（植物性のみ）
紙類（紙製容器包装物・紙パック・ダンボール・新聞・雑誌）、水銀式体温計
カセットボンベ、スプレー缶、ライター、アルミくず、鉄くず

【許可業者】
　（株）上市清掃公社　☎473-1919

【お問い合わせ】リネットジャパンリサイクル（株）☎0570-085-800 

ごみ収集日程は
こちら

ダンボール紙

雑紙（雑用紙類）

※搬入される場合は、事前にごみの種類・大きさ等を連絡してください。なお、処理困難ごみは搬入できません。
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休業日/令和８年５月２日（土）～６日（水）
　　　　令和８年８月14日（金）～16日（日）
　　　　令和８年９月19日（土）～23日（水）　
　　　 令和８年12月30日（水）～令和９年１月３日（日）

（旭町1526,B＆G体育館西側）上市町資源物常設ステーション

カセットボンベ、スプレー缶は使
い切り、穴をあけずに出す

事業活動に伴って出るごみ

◎ごみを出す時は、交通事故に注意し、必ず 収集日の朝8時まで に出しましょう。

紙製容器包装物

ごみステーションに出せない大きさ・量の場合は、処理施設へ直接搬入するか、ごみ収集業者にご依頼ください。（有料になります）

●可燃ごみ…富山地区広域圏クリーンセンター
　　　　　　立山町末三賀103の3　☎462-1187

●不燃ごみ…富山地区広域圏リサイクルセンター　
　　　　　　富 山 市 辰 尾 170-1　☎429-3121

◎処理施設　

です

上市高校

カミール

B&G体育館

至魚津

三杉橋

この場所が

「上市町資源物常設
　　　ステーション」

西田美術館

あさひの郷
公　園

白竜橋白竜橋

上 市 川
上 市 川

紙製容器
包装物

雑　紙
（雑用紙）新聞紙 ダンボール 紙パック

燃やせるごみの
特別収集を
おこなう日

令和８年 7月20日（月）海の日、8月11日（火）山の日、
令和９年 1月11日（月）成人の日、2月11日（木）建国記念日、3月22日（月）振替休日

電池、充電式電池は
取り外す（ （ 電池は取り外し、

灯油は空にして（ （
コップ、蛍光灯、鏡、
乳白色のびんなど（ （

ペットボトル飲食用、化粧品以外のびん、
乳白色のびんは
「燃やせないごみ」へ

（
（

一部に金属以外のものが
使用されているものは
「燃やせないごみ」へ

（
（

飲食用以外の缶は
「燃やせないごみ」へ（

（
キャップとラベルは外し、
「プラスチック資源」へ

（

（

ポリ袋・
フィルム類
ポリ袋・
フィルム類

P.C.は、家庭用のみ
企業向けは適正に
事業者へ処分 （（濡れないように

袋に入れる（ （

　引越し、新改築などの片付けで多量のごみが出る、
家電リサイクル法対象機器など町が収集しないごみを
出すといった方は、業者の戸別有料収集が利用できま
す。
　お申し込みや料金などのお問い合わせは、直接業者
にご連絡ください。

　コンポスト、ボカシ専用密閉容器、生ごみ処理機の購入
費用の一部を助成しています。
　コンポスト　　　　上限  3,000円（費用の1/3）
　ボカシ専用密閉容器　上限  3,000円（費用の1/2）
　生ごみ処理機　　　上限50,000円（費用の1/2）

　詳しい内容は町ホームページまたは町民課生活環境班に
お問い合わせください。

　町では小型家電リサイクル法の認定業者であるリネットジャパンリサイクル（株）と協定を締
結し、家庭で不要になったパソコンを宅配便で無料回収してリサイクルを進めています。
（回収手順）
①リネットジャパンリサイクル（株）のホームページまたは電話で申込
②不要なパソコンなどを段ボールに詰める
③宅配業者が希望日時に自宅から回収
　・パソコンを含む1箱分の料金が無料です。
　・パソコンと一緒に小型家電やプリンタなどの周辺機器も回収できます。
　・詳細は直接業者にお問い合わせください。

燃やせるごみ以外の
ごみ収集はありません。

一辺の長さが100㎝を越えるもの。ただし、
100㎝以下に分解できれば、ステーション
に出せます。


